


 

はじめに 

 

県では、平成 18年をピークに飲酒運転事故や飲酒運転違反者は減少していま 

したが、平成 25年の飲酒運転違反件数は 665件、飲酒運転事故件数は 63件で、 

法律による厳罰化が進み飲酒運転に対する社会的非難が高まっているにもかか 

わらず、減少のペースは鈍化しています。 

警察庁の「常習飲酒運転者に講ずべき安全対策に関する調査研究報告書」（平 

成 21年３月）によると、飲酒運転違反者の 57.6％が再犯者であり、また、飲酒 

運転違反者の 32.2％、再犯者の 40.2％にアルコール依存症の疑いがあるとされ 

ています。 

こうした状況をふまえ、飲酒運転の根絶のためには、公務に携わる者が率先 

して取り組むことはもちろん、県民一人ひとりが飲酒運転は大切な命を奪う重 

大な事故に直結する危険な行為であることを深く認識するとともに、「飲酒運転 

は絶対しない、させない、許さない」という強い自覚を持って取り組まなけれ 

ばなりません。 

このため、平成 25年７月に、「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例」（以下「条例」 

という。）を施行し、県の責務、県民や事業所の努力といった各主体の役割を 

明らかにして、規範意識の定着と飲酒運転の再発防止という基本方針の下に、 

飲酒運転のない社会づくりを決意したところであり、県、県民等が一致協力し、 

飲酒運転を根絶するための取組を推進していく必要があります。 

この年次報告書は、条例第６条第４項の規定に基づく「第２次三重県飲酒運 

転０
ゼロ

をめざす基本計画」（平成２８年度～平成３２年度）において、県等が行う 

施策の実施状況についてとりまとめ、公表を行うことで県内の飲酒運転の状況 

と飲酒運転根絶に向けた取組を県民の皆さんにより深く理解してもらい、現状 

と課題に対する共通認識を持つことにより、今後の施策へ反映していこうと 

するものです。 

 

【条例第６条第４項】（年次報告） 

 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告す 

るとともに、これを公表しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

目  次 
第１「第２次三重県飲酒運転０

ゼロ

をめざす基本計画」の概要             １ 

第２ 三重県の飲酒運転の現状 

 １ 飲酒運転による人身事故の発生状況                    ２   

２ 飲酒運転違反取締件数                          ２ 

第３ 平成 29年度の数値目標達成状況と課題 

 １ 基本目標                                ３ 

 ２ 活動目標                                ４  

第４「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく平成 29年度の取組と課題 

 １ 基本計画に定める４つの基本方針                     ６ 

 ２ 基本方針の取組（成果と課題）                      ７ 

第５「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく今後の取組 

 １ 規範意識の定着                             12 

 ２ 飲酒運転の再発防止                           12 

第６「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく平成 29年度の主な取組状況 

Ⅰ 飲酒運転防止のための取組 

１ 飲酒運転防止意識の普及徹底                      14 

２ 広報啓発活動の推進                          18 

３ 事業者による取組                           20 

Ⅱ 教育機関等による教育 

  １ 段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の推進               25 

  ２ 免許を取得する若年者に対する飲酒運転防止教育の推進          28 

Ⅲ 飲酒運転の再発防止のための措置 

  １ 飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動                29 

  ２ 飲酒運転の再発防止のための運転者教育の推進              30 

Ⅳ 飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症及びその疑いのある者への対策 

  １ 飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診義務           31 

  ２ アルコール依存症の早期発見、早期受診のための取組           32 

Ⅴ 総合的かつ計画的に施策を推進するしくみづくり 

  １ 県内各関係機関・団体による県民総ぐるみの運動の推進          36 

  ２ 相談体制の確立                            36 

  ３ 情報提供                               36 

  ４ 飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日                    37 

  ５ 表彰                                 37 

  ６ 実施状況の報告と公表                         37 

○ 参考資料  三重県交通対策協議会 飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会の構成      38 















7 

２ 基本方針の取組（成果と課題） 

（１）飲酒運転防止のための取組 

ア 飲酒運転防止意識の普及徹底 

    県交通対策協議会（120 機関・団体で構成）の「三重県交通安全運 

 動実施要綱」には、重点目標の一つに飲酒運転の根絶を掲げ、四季の交 

 通安全運動をはじめ、各機関・団体による各種の交通安全啓発活動、 

 メディア等を活用した広報啓発、飲酒運転違反取締り、ハンドルキー 

 パー運動の普及など様々な手段方法で飲酒運転防止意識の醸成を行いま 

した。 

 

  イ 広報啓発活動の推進 

    県は、飲酒運転の根絶をめざすための広報啓発活動の一環として、飲 

   酒運転０
ゼロ

をめざす啓発事業を実施しました。この取組では、「飲酒運転は 

絶対しない、させない、許さない」という規範意識の定着と飲酒運転の 

再発防止を目的として、県内各地の大型商業施設や大学において、キャ 

ンペーンを実施し、スローガン「STOP! 飲酒運転 in みえ ～根絶の 

一歩はあなたの自覚から～」の展開、飲酒運転０
ゼロ

メッセージの募集活動 

を通じた広報啓発活動を行いました。 

 また、ラジオ放送やテレビ放送を活用した広報啓発活動、啓発用ポス 

ター・チラシの配布のほか、四季の交通安全運動に合わせた広報啓発 

活動を行いました。 

 

《平成 29 年度の主な広報啓発事業》 

○ メイン行事 

① 飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発事業「リレーイベント開始宣言」 

開 催 日：平成 29 年７月 11 日（火） 

開催場所：イオン津店 

内    容：キャンペーンの開始宣言 

※ 夏の交通安全県民運動出発式において実施（参加者：約 170 名） 

② 飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日 街頭キャンペーン 

開 催 日：平成 29 年 12 月１日（金） 

開催場所：道の駅 奥伊勢おおだい 

内    容：飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日（12 月１日）の広報 

チラシ・啓発物品を配布      

実 施 者：県、警察本部、三重県交通安全協会（参加者：約 300 名） 

③ 三重県交通安全県民大会 

開 催 日：平成 29 年 12 月９日（土） 

開催場所：三重県総合文化センター 多目的ホール 

内    容：交通安全功労者表彰式 

飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発活動報告（参加者：約 400 名） 
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   ・ 三重県小売酒販組合連合会では、同組合連合会の組合員により、酒

類販売店に飲酒運転根絶の啓発ポスターを掲示しました。また、県は、

三重県小売酒販組合連合会と連携し、酒類販売管理研修の受講者に対

して、事業者による飲酒運転防止の徹底を呼びかけました。 

［課題］ 

    平成 19 年９月から施行された改正道路交通法の罰則強化を受け、県内 

   の飲酒運転違反者は減少したものの、依然として飲酒運転が後を絶たず、 

   飲酒運転の根絶のためには、更なる飲酒運転防止意識の醸成・定着が 

必要です。 

  

（２）教育機関等による教育 

  ア 段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の推進 

   ・ 県教育委員会では、学校区分ごとに開催された保健体育担当者研究 

    協議会において、条例の内容や趣旨について説明し、学校における 

    飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝え、保健の学習等において、 

飲酒運転の根絶に関連する指導が行われました。 

   ・ 関係機関・団体が実施する各種の交通安全講習会、イベント等に 

    おいては、飲酒運転の防止についての講習、広報啓発に努めました。 

   イ 免許を取得する若年者に対する飲酒運転防止教育の推進 

   ・ 講習実施機関では、運転免許取得時講習、初心運転者講習で、 

    若年者に向けた飲酒運転防止教育を実施しました。 

     また、三重県小売酒販組合連合会は県内の大学、短期大学の新入学 

    生に対して未成年者飲酒防止・適正飲酒に関する冊子配布による飲酒 

    運転防止等の啓発活動を実施しました。 

［課題］ 

将来にわたり飲酒運転の根絶をめざすには、幼少期から発達段階に 

応じた「飲酒とアルコール問題」に関する教育を実施することにより、 

飲酒が身体に及ぼす影響に関する基本的知識の理解・習得と、その後の 

段階的な飲酒運転防止教育の実施により、飲酒運転防止意識を定着して 

いく必要があります。 

 

（３）飲酒運転の再発防止のための措置 

  ア 飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動 

        県に設置した「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」では、専門の相 

談員が、飲酒運転違反者及び家族等からの「アルコール依存症に関する 

受診義務」に伴う相談や要望に対して、積極的な情報提供を行いました。 

  イ 飲酒運転の再発防止のための運転者教育の推進 

    警察本部は、取消処分者講習、停止処分者講習において飲酒運転防 

防止教育を実施し、飲酒運転の再発防止のための運転者教育を推進しま 

した。 
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第５ 「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく今後の取組 

   

１ 規範意識の定着 

（１）飲酒運転防止のための取組 

飲酒運転の根絶のため、四季の交通安全運動、飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発 

事業における飲酒運転０
ゼロ

メッセージの募集活動の他、メディア等を活用 

した広報啓発活動を推進していきます。 

また、「飲酒運転０
ゼロ

をめざす運動」のスローガンを、「STOP!飲酒運転 in 

みえ ～根絶の一歩はあなたの自覚から～」として同スローガンを展開し、 

飲酒運転防止意識の高揚を図ります。 

（２）教育機関等による教育の普及 

将来にわたって飲酒運転の根絶をめざすため、小学校から高等学校、 

また、飲酒を始める時期にある若者が多い大学において、飲酒運転防止教 

育を継続して行われるよう働きかけを行っていきます。 

 

２ 飲酒運転の再発防止 

（１）飲酒運転の再発防止のための措置 

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」での飲酒運転違反者や家族等 

からの相談に対して、アルコール依存症に関する受診義務の履行を促す 

ほか、飲酒運転防止意識の醸成・定着に向けた適切な助言指導に取り組ん 

でいきます。 

   また、適切な指導を継続して行うよう講習実施機関の講習指導員へ働き 

かけ違反者に対して規範意識の醸成を図ります。 

 

（２）飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症及び多量飲酒者対策 

   飲酒運転につながるおそれがあるアルコール依存症の早期発見のため、 

  広く県民に対してアルコール依存症に関する正しい知識の普及を図ると 

  ともに、家族や事業所などの周囲の者が適切に対応できるよう対応方法の 

周知に努めてまいります。 

 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」においては、飲酒運転違反者及 

び家族等に対する適切な助言指導で受診義務の履行を促すほか、保健所等 

においては、アルコール依存症に関する相談を受理した場合に、アルコー 

ル専門医療機関との連携により支援を行うことなど、アルコール依存症の 

早期治療へつなげていきます。 

また、受診しやすい環境を整えるため、指定医療機関の追加や、アル 

コール健康障害の正しい知識の普及、理解促進を行うなど、医療機関、 

自助グループ等の関係機関・団体との連携を密にして、広く県民に飲酒 

運転とアルコール関連問題の知識の普及・啓発に努めてまいります。 
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 そのほか、アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）に 

基づく「三重県アルコール健康障害対策推進計画（平成 29 年３月施行）」 

により、アルコール関連問題の解決・予防に向けて警察本部、市町、医療 

機関、行政機関との連携を図り、総合的かつ計画的な取組を進めていき 

ます。 
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参考資料 

 

 ○ 三重県交通対策協議会 飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会の構成 

   「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づき、三重県交通対策協議 

会に設置した「飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会」は、下記の推進機関で構成され 

ています。 

番号 推 進 機 関 名 

 

１ 

 

三重県環境生活部くらし・交通安全課 

 

２ 

 

三重県医療保健部健康づくり課 

 

３ 

 

三重県教育委員会事務局保健体育課 

 

４ 

 

三重県警察本部交通部交通企画課 

 

５ 

 

国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

 

６ 

 

一般財団法人三重県交通安全協会 

 

７ 

 

一般社団法人三重県自家用自動車協会 

 

８ 

 

一般社団法人三重県安全運転管理協議会 

 

９ 

 

一般社団法人三重県指定自動車教習所協会 

 

10 

 

一般社団法人三重県タクシー協会 

 

11 

 

一般社団法人三重県トラック協会 

 

12 

 

公益社団法人三重県バス協会 

 

13 

 

公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター 

 

14 

 

公益社団法人三重断酒新生会 

 

15 

 

三重県小売酒販組合連合会 
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